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○ 総 務 省 令 第   号 

電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行

規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和  年  月  日 

総 務 大 臣 金 子 恭 之   

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

（ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る

も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

（ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の と お り 定 め る 。 

（ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 ［ 同 上 ］ 

[ 一 ～ 三 略] ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 ４ ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三 略 ］ ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

四 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 無 線 通 信 を 行 う も の （ 電 気 通 信 回 線 設 備 に 接 続 す る も の を 含

む 。 ） で あ つ て 、 次 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 五 八 ワ ッ ト 以

下 で あ る も の （ 第 十 一 号 に 規 定 す る 五 ・ 二 GH
z

帯 高 出 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 を 除 く

。 ） （ 以 下 「 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） 

四 ［ 同 上 ］ 

［ ⑴ ～ ⑶ 略 ］ ［ ⑴ ～ ⑶ 同 上 ］ 

⑷ 五 、 九 二 五  M
Hz

を 超 え 六 、 四 二 五  M
Hz

以 下 の 周 波 数 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合

す る も の に 限 る 。 ） 

［ 新 設 ］ 

⑸ ［ 略 ］ ⑷ ［ 同 上 ］ 

⑹ ［ 略 ］ ⑸ ［ 同 上 ］ 

［ 五 ～ 十 一 略 ］ ［ 五 ～ 十 一 同 上 ］ 

第 六 条 の 二 の 四 法 第 四 条 の 二 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局 で あ つ て

、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の と す る 。 

第 六 条 の 二 の 四 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 （ 第 六 条 第 四 項 第 四 号 ⑴ 、 ⑶ 及 び ⑹ に 掲 げ る 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 

 二 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 （ 第 六 条 第 四 項 第 四 号 ⑴ 、 ⑶ 及 び ⑸ に 掲 げ る 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 

 ［ 三 ・ 四 略 ］  ［ 三 ・ 四 同 上 ］ 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ） 
第 二 条 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ

。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る

も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

 （ 人 体 に ば く 露 さ れ る 電 波 の 許 容 値 ） 

第 十 四 条 の 二 人 体 （ 側 頭 部 及 び 両 手 を 除 く 。 ） に ば く 露 さ れ る 電 波 の 許 容 値 は 、 次 の と お り と

す る 。 

一 ［ 略 ］ 

無 線 局 周 波 数 帯 測 定 項 目 許 容 値 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ 

⑶ 第 四 十 九 条 の 十 四 第

十 四 号 及 び 第 十 五 号 に

規 定 す る 無 線 標 定 業 務

の 無 線 局 並 び に 第 四 十

九 条 の 二 十 に 規 定 す る

小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス

テ ム の 無 線 局 （ 同 条 第

六 号 に 掲 げ る も の に 限

る 。 ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

 

［ 二 ・ 三 略 ］ 

［ ２ ～ ４ 略 ］ 

 （ 人 体 に ば く 露 さ れ る 電 波 の 許 容 値 ） 

第 十 四 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 

一 ［ 同 上 ］ 

無 線 局 周 波 数 帯 測 定 項 目 許 容 値 

［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 第 四 十 九 条 の 十 四 第

十 四 号 及 び 第 十 五 号 に

規 定 す る 無 線 標 定 業 務

の 無 線 局 並 び に 第 四 十

九 条 の 二 十 に 規 定 す る

小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス

テ ム の 無 線 局 （ 同 条 第

七 号 に 掲 げ る も の に 限

る 。 ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

 

［ 二 ・ 三 同 上 ］ 

［ ２ ～ ４ 同 上 ］ 

（ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、

そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

（ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 ［ 同 上 ］ 

 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 五 、 一 五 〇  M
Hz

を 超 え 五 、 三 五 〇  M
Hz

以 下 又 は 五 、 四 七 〇  M
Hz

を 超 え 五 、 七 三 〇  M
Hz

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

［ イ ～ ヘ 略 ］ 

ト 送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 次 の い ず れ か で あ る こ と 。 
三 ［ 同 上 ］ 

 

［ イ ～ ヘ 同 上 ］ 

ト ［ 同 上 ］ 
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送 信 装 置 占 有 周 波 数 帯 幅 空 中 線 電 力 （ 注 ） 
ア 直 接 拡 散 方 式

を 使 用 す る ス ペ

ク ト ル 拡 散 方 式

を 使 用 す る も の 
二 〇 MH
z

以 下 （ 五 、 一 五 〇

MH
z

を 超 え 五 、 三 五 〇 MH
z

以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に あ つ て は 、 一

八 MH
z

以 下 ） 

一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 。 た だ し 、 五 、 一 五

〇 MH
z

を 超 え 五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 し 、 か つ 自 動 車 内 で 使 用 す

る も の に あ つ て は 二 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

 

イ ［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

ウ 直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式 を 使

用 す る も の 

二 〇  M
Hz

以 下 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 。 た だ し 、 五 、 一 五

〇 MH
z

を 超 え 五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 し 、 か つ 自 動 車 内 で 使 用 す

る も の に あ つ て は 二 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz  以

下 
五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 。 た だ し 、 五 、 一 五 〇

MH
z

を 超 え 五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 し 、 か つ 自 動 車 内 で 使 用 す る

も の に あ つ て は 一 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

四 〇  M
Hz

を 超 え 八 〇  M
Hz  以

下 （ ハ ⑶ に 規 定 す る 場 合

に 限 る 。 ） 

二 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 。 た だ し 、 五 、 一

五 〇 MH
z

を 超 え 五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 し 、 か つ 自 動 車 内 で 使 用

す る も の に あ つ て は 〇 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 以

下 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

注 ［ 略 ］ 

 

送 信 装 置 占 有 周 波 数 帯 幅 空 中 線 電 力 （ 注 ） 

ア ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

 

 

 

 

イ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

ウ 直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式 を 使

用 す る も の 

二 〇  M
Hz

以 下 

 

 

 

一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

 

 

 

二 〇  M
Hz  を 超 え 四 〇  M
Hz  以

下 

 

 

五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

 

 

 

四 〇  M
Hz  を 超 え 八 〇  M
Hz  以

下 （ ハ ⑶ に 規 定 す る 場 合

に 限 る 。 ） 

 

 

二 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 

 

 

 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

注 ［ 同 上 ］ 
 

チ 一  M
Hz

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 値 以 下 で あ る こ と 。 た だ

し 、 一 の 通 信 系 に お け る 平 均 の 空 中 線 電 力 を 三 デ シ ベ ル 低 下 さ せ る 機 能 を 具 備 し な い も の

（ 五 、 一 五 〇  M
Hz

を 超 え 五 、 二 五 〇  M
Hz

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） に あ

つ て は 、 同 表 に 掲 げ る 値 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 値 以 下 で あ る こ と 。 

周 波 数 帯 占 有 周 波 数 帯 幅 一  M
Hz

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 

ア 五 、 一 五

〇  M
Hz  を 超

え 五 ・ 三 五

〇  M
Hz  以 下 

二 〇  M
Hz

以 下 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 。 た だ し 、 五 、 一 五 〇 MH
z

を 超 え

五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 か

つ 自 動 車 内 で 使 用 す る も の に あ つ て は 二 ミ リ

ワ ッ ト 

チ ［ 同 上 ］ 

 

 

 

周 波 数 帯 占 有 周 波 数 帯 幅 一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 
ア 五 、 一 五

〇  M
Hz  を 超

え 五 ・ 三 五

〇  M
Hz  以 下 

二 〇  M
Hz

以 下 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 
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二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz

以

下 

五 ミ リ ワ ッ ト 。 た だ し 、 五 、 一 五 〇 MH
z

を 超 え

五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 か

つ 自 動 車 内 で 使 用 す る も の に あ つ て は 一 ミ リ

ワ ッ ト 

四 〇  M
Hz

を 超 え 八 〇  M
Hz

以

下 （ ハ ⑶ に 規 定 す る 場

合 に 限 る 。 ） 

二 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 。 た だ し 、 五 、 一 五 〇 MH
z

を 超

え 五 、 二 五 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、

か つ 自 動 車 内 で 使 用 す る も の に あ つ て は 〇 ・ 五

ミ リ ワ ッ ト 

 ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

イ ［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz

以

下 

五 ミ リ ワ ッ ト 

 

 

 

四 〇  M
H

を 超 え 八 〇  M
Hz

以

下 （ ハ ⑶ に 規 定 す る 場

合 に 限 る 。 ） 

二 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 

 

 

 

 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

イ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ リ ～ ヲ 略 ］ ［ リ ～ ヲ 同 上 ］ 

四 五 、 九 二 五  M
Hz

を 超 え 六 、 四 二 五  M
Hz

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

イ 空 中 線 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部 は 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 

ロ 通 信 方 式 は 、 単 向 通 信 方 式 、 単 信 方 式 、 半 複 信 方 式 又 は 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

 ハ 搬 送 波 の 周 波 数 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

⑴ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

五 、 九 五 五  M
Hz

以 上 六 、 四 一 五  M
Hz

以 下 の 周 波 数 の 電 波 で あ つ て 五 、 九 五 五  M
Hz

又 は 五 、

九 五 五  M
Hz

に 二 〇  M
Hz

の 整 数 倍 を 加 え た 周 波 数 の 電 波 

⑵ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

五 、 九 六 五  M
Hz

以 上 六 、 四 〇 五  M
Hz

以 下 の 周 波 数 の 電 波 で あ つ て 五 、 九 六 五  M
Hz

又 は 五 、

九 六 五  M
Hz

に 四 〇  M
Hz

の 整 数 倍 を 加 え た 周 波 数 の 電 波 

⑶ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇  M
Hz

を 超 え 八 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

五 、 九 八 五  M
Hz

、 六 、 〇 六 五  M
Hz

、 六 、 一 四 五  M
Hz

、 六 、 二 二 五  M
Hz

、 六 、 三 〇 五  M
Hz

又 は

六 、 三 八 五  M
Hz  

⑷ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇  M
Hz

を 超 え 一 六 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

六 、 〇 二 五  M
Hz

、 六 、 一 八 五  M
Hz

又 は 六 、 三 四 五  M
Hz  

ニ 変 調 方 式 は 、 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 で あ る こ と 。 

ホ 送 信 バ ー ス ト 長 は 、 八 ミ リ 秒 以 下 で あ る こ と 。 

ヘ 送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が 次 に 掲 げ る 値 以 下 で あ る こ

と 。 

⑴ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 MH
z

以 下 の 場 合 

一 〇 ミ リ ワ ッ ト 

⑵ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 MH
z

を 超 え 四 〇 MH
z

以 下 の 場 合 

五 ミ リ ワ ッ ト 

⑶ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇 MH
z

を 超 え 八 〇 MH
z

以 下 の 場 合 

［ 新 設 ］ 
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二 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 
⑷ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇 MH
z

を 超 え 一 六 〇 MH
z

以 下 の 場 合 

一 ・ 二 五 ミ リ ワ ッ ト 

ト 一  M
Hz

の 帯 域 幅 当 た り の キ ャ リ ア 数 は 、 一 以 上 で あ る こ と 。 

チ 最 大 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の 無 線 設 備 の 一  M
Hz

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等

方 輻 射 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 値 以 下 で あ る こ と 。 

  ⑴ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

一 ・ 二 五 ミ リ ワ ッ ト 

  ⑵ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

〇 ・ 六 二 五 ミ リ ワ ッ ト 

  ⑶ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇  M
Hz

を 超 え 八 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

〇 ・ 三 一 二 五 ミ リ ワ ッ ト 

  ⑷ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇  M
Hz

を 超 え 一 六 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

〇 ・ 一 五 六 二 五 ミ リ ワ ッ ト 

リ 最 大 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る 無 線 設 備 の 一  M
Hz

の 帯 域 幅 に お け る 等 価

等 方 輻 射 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 値 以 下 で あ る こ と 。 

  ⑴ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

一 〇 ミ リ ワ ッ ト 

  ⑵ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

五 ミ リ ワ ッ ト 

  ⑶ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇  M
Hz

を 超 え 八 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

二 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 

  ⑷ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇  M
Hz

を 超 え 一 六 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

一 ・ 二 五 ミ リ ワ ッ ト 

ヌ 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 等 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

⑴ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら 二 〇  M
Hz

及 び 四 〇  M
Hz

離 れ た 周 波 数 の （ ± ） 一 〇  M
Hz

の 帯 域 内 に 輻 射

さ れ る 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 平 均 電 力 よ り そ れ ぞ れ 二 五 デ シ ベ ル 及 び 四 〇 デ シ ベ ル 以 上

低 い 値 

⑵ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇  M
Hz

を 超 え 四 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

     搬 送 波 の 周 波 数 か ら 四 〇  M
Hz

及 び 八 〇  M
Hz

離 れ た 周 波 数 の （ ± ） 二 〇  M
Hz

の 帯 域 内 に 輻 射

さ れ る 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 平 均 電 力 よ り そ れ ぞ れ 二 五 デ シ ベ ル 及 び 四 〇 デ シ ベ ル 以 上

低 い 値 

  ⑶ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇  M
Hz

を 超 え 八 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

    搬 送 波 の 周 波 数 か ら 八 〇  M
Hz

及 び 一 六 〇  M
Hz

離 れ た 周 波 数 の （ ± ） 四 〇  M
Hz

の 帯 域 内 に 輻

射 さ れ る 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 平 均 電 力 よ り そ れ ぞ れ 二 五 デ シ ベ ル 及 び 四 〇 デ シ ベ ル 以

上 低 い 値 
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⑷ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇  M
Hz

を 超 え 一 六 〇  M
Hz

以 下 の 場 合 

    搬 送 波 の 周 波 数 か ら 一 六 〇  M
Hz

及 び 三 二 〇  M
Hz

離 れ た 周 波 数 の （ ± ） 八 〇  M
Hz

の 帯 域 内 に

輻 射 さ れ る 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 平 均 電 力 よ り そ れ ぞ れ 二 五 デ シ ベ ル 及 び 四 〇 デ シ ベ ル

以 上 低 い 値 

ル イ か ら ヌ に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。 

五 ［ 略 ］ 四 ［ 同 上 ］ 

六 ［ 略 ］ 五 ［ 同 上 ］ 

別表第一号（第５条関係） 

 周波数の許容偏差の表 

別表第一号（第５条関係） 

 周波数の許容偏差の表 

 周 波 数 帯 無     線     局 周波数の許容偏

差(Hz又はkHzを

付したものを除

き、百万分率) 

  

周 波 数 帯 無     線     局 周波数の許容偏

差(Hz又はkHzを

付したものを除

き、百万分率) 

 

 ［１～７ 略］ ［略］ ［略］   ［１～７ 同左］ ［同左］ ［同左］  

 ８ 2,450MHzを超

え10,500MHz以

下 

［１～５ 略］ 

６ 小電力データ通信システムの無線

局及び5.2GHz帯高出力データ通信シ

ステムの無線局 

⑴ 5,150MHzを超え5,350MHz以下、

5,470MHzを超え5,730MHz以下又は

5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波

数の電波を使用するもの 

⑵ ［略］ 

［７ 略］ 

［略］ 

  

８ 2,450MHzを超

え10,500MHz以

下 

［１～５ 同左］ 

６ 小電力データ通信システムの無線局

及び5.2GHz帯高出力データ通信システ

ムの無線局 

⑴ 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は

5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波

数の電波を使用するもの 

⑵ ［同左］ 

［７ 同左］ 

［同左］ 

 

 ［９ 略］ ［略］ ［略］   ［９ 同左］ ［同左］ ［同左］  

 ［注 略］     ［注 同左］    

            

別表第二号（第６条関係） 

 第30 小電力データ通信システムの無線局及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の

無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、次のとおり

とする。 

[１・２ 略] 

別表第二号（第６条関係） 

第30 ［同左］ 

 

 

[１・２ 同左] 

３ 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの 

 ⑴ 占有周波数帯幅が20MHz以下のもの 20MHz 

 ⑵ 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの 40MHz 

 ⑶ 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの 80MHz 

［新設］ 
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 ⑷ 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの 160MHz 

４ ［略］ ３ [同左] 

５ ［略］ ４ [同左] 

別表第三号（第７条関係） 

［１～28 略］ 

別表第三号（第７条関係） 

［１～28 同左］ 

29 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて5,150MHzを超え5,350MHz以下、

5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するも

の及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備の任意の１MHzの帯域幅にお

ける不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、次のと

おりとする。 

⑴ 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無

線局の送信設備及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備（⑵、⑷

及び⑸に掲げるものを除く。） 

［表略］ 

29 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて5,150MHzを超え5,350MHz以下又は

5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び5.2GHz帯高出力データ通信

システムの無線局の送信設備の任意の１MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力

の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 

 

⑴ 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無

線局の送信設備及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備（⑶及び

⑷に掲げるものを除く。） 

［表同左］ 

⑵ 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムであ

つて自動車内において運用する親局（他の無線局から制御されることなく送信を行い、一

の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を

行う無線局をいう。）の送信設備 

［新設］ 

 占有周波

数帯幅 

基本

周波

数 

周波数帯 不要発射の強度の許容値 

 

  

 

  

 

 20MHz以下 5,180

MHz 

5,142MHz以下 0.5μW以下 
 

  
 

  
 

   5,142MHzを超え5,150MHz以

下 

3μW以下 
 

  
 

  
 

  5,240

MHz 

5,250MHz以上5,250.2MHz未

満 

0.2 × 101−(83)(𝑓𝑓−9.75)mW以下 

 
 

  
 

  
 

   5,250.2MHz以上5,251MHz未

満 

0.2 × 101−(𝑓𝑓−9)mW以下 

 
 

  
 

  
 

   5,251MHz以上5,260MHz未満 0.2 × 10−1−( 890)(𝑓𝑓−11)mW以下 

 
 

  
 

  
 

   5,260MHz以上5,266.7MHz未

満 

0.2 × 10−1.8−( 650)(𝑓𝑓−20)mW以下 
 

  
 

  
 

   5,266.7MHz以上5,365MHz以

下 0.5μW以下  
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 20MHzを超

え40MHz以

下 

5,190

MHz 

5,141.6MHz以下 
0.5μW以下  

  

 

  

 

   5,141.6MHzを超え5,150MHz

以下 3μW以下  
  

 
  

 

  5,230

MHz 

5,250MHz以上5,251MHz未満 0.2 × 10−(𝑓𝑓−20)+log(12)mW以下 

 

 

  

 

  

 

  
 

5,251MHz以上5,270MHz未満 
0.2 × 10−�

8
190�(𝑓𝑓−21)−1+log(12)mW以下  

  
 

  
 

  

 

5,270MHz以上5,278.4MHz未

満 

0.2 × 10−�
3
50�(𝑓𝑓−40)−1.8+log(12)mW以下 

 

 

  

 

  

 

  
 

5,278.4MHz以上5,400MHz以

下 0.5μW以下  
  

 
  

 

 40MHzを超

え80MHz以

下 

5,210

MHz 

5,123.2MHz以下 
0.5μW以下  

  

 

  

 

  
 

5,123.2MHzを超え5,150MHz

以下 3μW以下  
  

 
  

 

  

 

5,250MHz以上5,251MHz未満 0.2 × 10−(𝑓𝑓−40)+log(14)mW以下 

 

 

  

 

  

 

  
 

5,251MHz以上5,290MHz未満 
0.2 × 10−�

8
390�(𝑓𝑓−41)−1+log(14)mW以下  

  
 

  
 

  
 

5,290MHz以上5,296.7MHz未

満 
0.2 × 10−�

3
100�(𝑓𝑓−80)−1.8+log(14)mW以下  

  
 

  
 

  
 

5,296.7MHz以上5,480MHz以

下 0.5μW以下  
  

 
  

 

注 fは、MHzを単位とする周波数とする。  

⑶ ［略］ 

⑷ ［略］ 

⑵ ［同左］ 

⑶ ［同左］ 

⑸ 5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力

データ通信システムの無線局の送信設備 

 

［表略］ 

⑷ 5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力

データ通信システムの無線局又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信

設備 

［表同左］ 

⑹ ［略］ ⑸ ［同左］ 
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⑺ 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備（⑻に掲げ

るものを除く。） 

 ［表略］ 

⑹ 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備（⑺に掲げ

るものを除く。） 

［表同左］ 

⑻ ［略］ ⑺ ［同左］ 

⑼ 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無

線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワット以下の無線設備 

［新設］ 

占有周波

数帯幅 

基本

周波

数 

周波数帯 不要発射の強度の許容値 

20MHz以下 5,955

MHz 

5,925MHz以下 0.2μW以下 

 6,415

MHz 

6,425MHz以上6,425.5MHz未

満 

50μW以下 

  6,425.5MHz以上 12.5μW以下 

20MHzを超

え 

40MHz以下 

5,965

MHz 

5,925MHz以下 0.2μW以下 

 6,405

MHz 

6,425MHz以上6,425.4MHz未

満 

50μW以下 

  6,425.4MHz以上 12.5μW以下 

40MHzを超

え 

80MHz以下 

5,985

MHz 

5,925MHz以下 0.2μW以下 

 6,385

MHz 

6,425MHz以上6,425.2MHz未

満 

50μW以下 

  6,425.2MHz以上 12.5μW以下 

80MHzを超

え 

160MHz以

下 

6,025

MHz 

5,925MHz以下 0.2μW以下 

 6,345

MHz 

6,425MHz以上6,425.1MHz未

満 

50μW以下 

  6,425.1MHz以上 12.5μW以下 

 

 

  

⑽ 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無

線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワットを超え200ミリワット以下

の無線設備 

［新設］ 
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 占有周波

数帯幅 

基本

周波

数 

周波数帯 不要発射の強度の許容値 

       

 20MHz以下 5,955

MHz 

5,925MHz以下 2μW以下 
       

  6,415

MHz 

6,425MHz以上6,435.9MHz未

満 

50μW以下 
       

   6,435.9MHz以上 12.5μW以下        

 20MHzを超

え 

40MHz以下 

5,965

MHz 

5,925MHz以下 2μW以下 
       

 6,405

MHz 

6,425MHz以上6,440.1MHz未

満 

50μW以下 
       

  6,440.1MHz以上 12.5μW以下        

 40MHzを超

え 

80MHz以下 

5,985

MHz 

5,925MHz以下 2μW以下 
       

 6,385

MHz 

6,425MHz以上6,440.4MHz未

満 

50μW以下 
       

  6,440.4MHz以上 12.5μW以下        

 80MHzを超

え 

160MHz以

下 

6,025

MHz 

5,925MHz以下 2μW以下 

       

  6,345

MHz 

6,425MHz以上6,425.5MHz未

満 

50μW以下 
       

   6,425.5MHz以上 12.5μW以下        

            

［30～69 略］ ［30～69 同左］ 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ） 
第 三 条 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分

の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む

。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改

正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で

改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

（ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

（ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 十 九 の 二 の 三 略 ］ ［ 一 ～ 十 九 の 二 の 三 同 上 ］ 

十 九 の 三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 三 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小

電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 （ 第 七 十 八 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） 

十 九 の 三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 三 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小

電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 九 の 四 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 五 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小

電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 九 の 四 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 四 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小

電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 九 の 四 の 二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 六 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い

る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く

。 ） 

十 九 の 四 の 二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 五 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い

る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く

。 ） 

十 九 の 四 の 三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 六 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い

る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 で あ つ て 、 そ の 空 中 線 電 力

が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の 

十 九 の 四 の 三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 五 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い

る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 で あ つ て 、 そ の 空 中 線 電 力

が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の 

［ 十 九 の 五 ～ 七 十 七 略 ］ ［ 十 九 の 五 ～ 七 十 七 同 上 ］ 

七 十 八 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 三 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小 電

力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 （ 五 、 一 五 〇 MH
z

を 超 え 五 、 二 五 〇 MH
z

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に 限 る 。 ） の う ち 自 動 車 内 で 使 用 す る 親 局 （ 他 の 無 線 局 か ら 制 御 さ れ る こ と な く 送

信 を 行 い 、 一 の 通 信 系 内 の 他 の 無 線 局 が 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 の 設 定 そ の 他 の 当 該 他 の 無 線

局 の 制 御 を 行 う 無 線 局 を い う 。 ） に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

七 十 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 四 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小 電

力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 で あ つ て 、 そ の 最 大 等 価 等 方 輻 射

電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

八 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 四 号 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 小 電 力

デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 で あ つ て 、 そ の 最 大 等 価 等 方 輻 射 電

力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト を 超 え 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

２ 法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 一 項 の 特 別 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 ２ ［ 同 上 ］ 

 一 ［ 略 ］ 一 ［ 同 上 ］ 

二 前 号 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 と 同 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て い る 前 項 第 八 号 （ 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 十 四 第 七 号 及 び 第 十 二 号 に 規 定 す る 無 線 局 に 限 る 。 ） 、 第 十 九 号 、 第 十 九 号 の 二 、 第 十

九 号 の 三 、 第 十 九 号 の 四 、 第 四 十 七 号 の 三 、 第 四 十 七 号 の 四 、 第 七 十 五 号 、 第 七 十 九 号 及 び

第 八 十 号 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 

二 前 号 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 と 同 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て い る 前 項 第 八 号 （ 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 十 四 第 七 号 及 び 第 十 二 号 に 規 定 す る 無 線 局 に 限 る 。 ） 、 第 十 九 号 、 第 十 九 号 の 二 、 第 十

九 号 の 三 、 第 十 九 号 の 四 、 第 四 十 七 号 の 三 、 第 四 十 七 号 の 四 及 び 第 七 十 五 号 に 掲 げ る 特 定 無

線 設 備 

別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 号 ［ 同 上 ］ 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。 一 ［ 同 上 ］ 
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［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 
⑶ 特 性 試 験 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る も の で あ る か ど う

か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

⑶ ［ 同 上 ］ 
ア 次 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 装 置 に つ い て は 、 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 試 験 項 目 ご と に そ れ ぞ

れ 同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 を 使 用 し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 試 験 方 法 又 は こ れ と

同 等 以 上 の 方 法 に よ り 同 表 の 四 の 欄 の 特 定 無 線 設 備 の 種 別 に 従 つ て 試 験 を 行 う 。 

ア ［ 同 上 ］ 

一 

装
置 

二 

試 験
項 目 

三 
測 定

器 等 
四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

［ 略 ］ 第 二
条 第

一 項
第 七

十 七
号 の

無 線
設 備 

第 二
条 第

一 項
第 七

十 八
号 の

無 線
設 備 

第 二
条 第

一 項
第 七

十 九
号 の

無 線
設 備 

第 二
条 第

一 項
第 八

十 号
の 無

線 設
備 

送
信

装
置 

周 波
数 

周 波
数 計

又 は
ス ペ

ク ト
ル 分

析 器 

○ ○ ○ ○ 

占 有
周 波

数 帯
幅 

擬 似
音 声

発 生
器 又

は 擬
似 信

号 発
生 器 

バ ン
ド

メ ー
タ 又

○ ○ ○ ○ 

一
装

置 

二 

試 験
項 目 

三 

測 定
器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

［ 同
上 ］ 

第 二 条 第 一 項 第 七 十 七 号 の 無

線 設 備 

送
信

装
置 

周 波
数 

周 波
数 計

又 は
ス ペ

ク ト
ル 分

析 器 

○ 

占 有
周 波

数 帯
幅 

擬 似
音 声

発 生
器 又

は 擬
似 信

号 発
生 器 

バ ン
ド

メ ー
タ 又

○ 
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は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 
ス プ

リ ア
ス 発

射 又
は 不

要 発
射 の

強 度 

低 周
波 発

振 器 

ス プ
リ ア

ス 電
力 計

又 は
ス ペ

ク ト
ル 分

析 器 

○ ○ ○ ○ 

空 中
線 電

力 

電 力
計 、

電 界
強 度

測 定
器 又

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

○ ○ ○ ○ 

比 吸
収 率 

比 吸
収 率

測 定
装 置 

    

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

ス プ
リ ア

ス 発
射 又

は 不
要 発

射 の
強 度 

低 周
波 発

振 器 

ス プ
リ ア

ス 電
力 計

又 は
ス ペ

ク ト
ル 分

析 器 

○ 

空 中
線 電

力 

電 力
計 、

電 界
強 度

測 定
器 又

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

○ 

比 吸
収 率 

比 吸
収 率

測 定
装 置 
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入 射
電 力

密 度 

電 界
強 度

測 定
器 

    

周 波
数 偏

移 、
周 波

数 偏
位 又

は 変
調 度 

低 周
波 発

振 器 
直 線

検 波
器 又

は 変
調 度

計 

    
変 調

衝 撃
係 数 

低 周
波 発

振 器 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

    

プ レ
エ ン

フ ァ
シ ス

特 性 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 

    

搬 送
波 電

力 

低 周
波 発

振 器 

ス ペ
ク ト

ル 分
析 器 

    

総 合
周 波

数 特
性 

低 周
波 発

振 器 

    
入 射

電 力
密 度 

電 界
強 度

測 定
器 

 

周 波
数 偏

移 、
周 波

数 偏
位 又

は 変
調 度 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 又
は 変

調 度
計 

 

変 調
衝 撃

係 数 

低 周
波 発

振 器 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

 

プ レ
エ ン

フ ァ
シ ス

特 性 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 

 

搬 送
波 電

力 

低 周
波 発

振 器 

ス ペ
ク ト

ル 分
析 器 

 

総 合
周 波

数 特
性 

低 周
波 発

振 器 
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電 力
計 

総 合
歪 及

び 雑
音 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 
歪 率

雑 音
計 

    

送 信
立 ち

上 が
り 時

間 及
び 送

信 立
ち 下

が り
時 間 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 又

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

     

送 信
時 間 

低 周
波 発

振 器 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

    

隣 接
チ ャ

ネ ル
漏 え

い 電
力 等

又 は
帯 域

外 漏

低 周
波 発

振 器 

電 力
測 定

用 受
信 機

又 は
ス ペ

○ ○ ○ ○ 

電 力
計 

総 合
歪 及

び 雑
音 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 

歪 率
雑 音

計 

 

送 信
立 ち

上 が
り 時

間 及
び 送

信 立
ち 下

が り
時 間 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 又

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

 

送 信
時 間 

低 周
波 発

振 器 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

 

隣 接
チ ャ

ネ ル
漏 え

い 電
力 等

又 は
帯 域

外 漏

低 周
波 発

振 器 

電 力
測 定

用 受
信 機

又 は
ス ペ

○ 
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え い
電 力 

ク ト
ル 分

析 器 

搬 送
波 を

送 信
し て

い な
い と

き の
電 力 

低 周
波 発

振 器 

電 力
測 定

用 受
信 機

又 は
ス ペ

ク ト
ル 分

析 器 

    
送 信

速 度 

低 周
波 発

振 器 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

    

受
信

装
置 

副 次
的 に

発 す
る 電

波 等
の 限

度 

電 界
強 度

測 定
器 又

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

○ ○ ○ ○ 

感 度 標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計

    

え い
電 力 

ク ト
ル 分

析 器 

搬 送
波 を

送 信
し て

い な
い と

き の
電 力 

低 周
波 発

振 器 

電 力
測 定

用 受
信 機

又 は
ス ペ

ク ト
ル 分

析 器 

 

送 信
速 度 

低 周
波 発

振 器 

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

 

受
信

装
置 

副 次
的 に

発 す
る 電

波 等
の 限

度 

電 界
強 度

測 定
器 又

は ス
ペ ク

ト ル
分 析

器 

○ 

感 度 標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計

 



二 十 頁 
 

 

又 は
歪 率

雑 音
計 

通 過
帯 域

幅 
標 準

信 号
発 生

器 
周 波

数 計 

レ ベ
ル 計 

    
減 衰

量 

標 準
信 号

発 生
器 

周 波
数 計 

レ ベ
ル 計 

    

ス プ
リ ア

ス ・
レ ス

ポ ン
ス 

標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計

又 は
歪 率

雑 音
計 

    

隣 接
チ ャ

ネ ル
選 択

度 

低 周
波 発

振 器 

標 準
信 号

発 生
器 

    

又 は
歪 率

雑 音
計 

通 過
帯 域

幅 

標 準
信 号

発 生
器 

周 波
数 計 

レ ベ
ル 計 

 

減 衰
量 

標 準
信 号

発 生
器 

周 波
数 計 

レ ベ
ル 計 

 

ス プ
リ ア

ス ・
レ ス

ポ ン
ス 

標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計

又 は
歪 率

雑 音
計 

 

隣 接
チ ャ

ネ ル
選 択

度 

低 周
波 発

振 器 

標 準
信 号

発 生
器 
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レ ベ
ル 計

又 は
オ シ

ロ ス
コ ー

プ 

感 度
抑 圧

効 果 

標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計 

    

相 互
変 調

特 性 

標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計

又 は
歪 率

雑 音
計 

    

局 部
発 振

器 の
周 波

数 変
動 

周 波
数 計 

    

デ ィ
エ ン

フ ァ
シ ス

特 性 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 

    

総 合
歪 及

標 準
信 号

    
レ ベ

ル 計
又 は

オ シ
ロ ス

コ ー
プ 

感 度
抑 圧

効 果 

標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計 

 

相 互
変 調

特 性 

標 準
信 号

発 生
器 

レ ベ
ル 計

又 は
歪 率

雑 音
計 

 

局 部
発 振

器 の
周 波

数 変
動 

周 波
数 計 

 

デ ィ
エ ン

フ ァ
シ ス

特 性 

低 周
波 発

振 器 

直 線
検 波

器 

 

総 合
歪 及

標 準
信 号
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び 雑
音 

発 生
器 

歪 率
雑 音

計 

 

び 雑
音 

発 生
器 

歪 率
雑 音

計 

 

別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 

［第一・第二 略］ ［第一・第二 略］ 

第三 市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリテ

ィシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、5.2GHz帯高出力データ通信シス

テムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接

続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジ

タルコードレス電話の無線局、ＰＨＳの陸上移動局、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移

動局及び携帯局、狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局並びに

700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備の工事設計書 

第三 ［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 

［注１～11 略］ ［注１～11 同左］ 

12 ８の欄は次によること。 12 ［同左］ 

［⑴～⑹ 略］ ［⑴～⑹ 同左］ 

⑺ 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの親

局（自動車内で運用するものに限る。）の無線設備については、自動車の電源から供給さ

れる電源によってのみ動作する旨を記載するとともに、自動車内での使用に限る旨の表示

の有無を記載すること。 

［新設］ 

⑻ 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無

線局の無線設備のうち最大等価等方輻射電力が25mWを超えるものについては、筐体外部か

らケーブルを介して供給される電源によってのみ動作すること及び屋外での使用を目的と

しない構造であることを示す図面等を添付し、親局又は子局の別、当該無線設備の送信は

屋内に置いてのみ可能である旨の表示の有無及び屋外での使用を目的とする構造の有無を

記載すること。 

［新設］ 

⑼ ［略］ ⑺ ［同左］ 

［第四～第六 略］ ［第四～第六 同左］ 

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付したものとす

る。 

［様式略］ 

［注１～３ 略］ 

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 

 ［同左］ 

 

［様式同左］ 

［注１～３ 同左］ 



二 十 三 頁 
 

 

 

  

４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明

機関の区別とし、４文字目又は４文字目及び５文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定

めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。 

４ ［同左］ 

 

 特 定 無 線 設 備 の 種 別 記  号   特 定 無 線 設 備 の 種 別 記  号  

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

 第２条第１項第77号に掲げる無線設備 QT   第２条第１項第77号に掲げる無線設備 QT  

 第２条第１項第78号に掲げる無線設備 XR    

 第２条第１項第79号に掲げる無線設備 YR      

 第２条第１項第80号に掲げる無線設備 ZR      

［５ 略］ ［５ 同左］   

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



二 十 四 頁 
 

 

附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 無 線 設 備 規 則 （ 次 項 に お い て

「 旧 設 備 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 電 波 法 第 三

十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 同 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る

工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」 と い う 。 ） は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。 

３ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 の 無 線

設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 求 め の 審 査 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

４ 前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 審 査 に よ り 無 線 局 の 無 線 設 備 が 受 け た 技 術 基

準 適 合 証 明 等 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 


